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令和３（2021）年度 在学生履修ガイダンス 【 全学年 共通資料 】 
 

 授業・履修 関係  

１．振替授業日、定期試験予備日、祝日開催授業日について 
・振替等により、全学で定められた授業開始日以前に授業が始まることや夏季/冬季休業期間中に授業が開講されるこ
とがある。通常授業は 4月 5日（月）開始。 
・定期試験予備日に補講やテストを実施することがあるため、予備日には予定を入れないこと。 
・振替日は、曜日が異なる授業を行うこともあるので、注意すること。８月９日（祝）は「山の日」振替休日だが、月曜
日の授業・定期試験実施日である。 
※これらは全て海事科学部が定める「学暦」に記載しているので必ず確認しておくこと。 
 
２．授業実施時間について 
・２年生以上の授業時間については、次のとおりに時間に変更する。 
  ３時限 13:50～15:20（30分繰り下げ）、４時限 15:40～17:10（30分繰り下げ） 
  ５時限 17:30～19:00（（30分繰り下げ）） 
 ただし、2時限については、科目によって 2.5時限として 11:10～12:40（30分繰り下げ）開講される場合があるの
で授業担当教員に確認してください。 
 
３．履修申請（登録）について  
(1）履修申請について 
・履修を希望する科目は、できる限り 4月 2日中に神戸大学教務情報システム“うりぼーネット”で履修登録完了
し、４月５日の授業開始に備えること。履修科目一覧表は印刷して教務学生グループへ提出する。提出前に、すべ
ての履修科目が登録されているか必ず確認をすること。 
・履修登録をしていない科目を受講しても単位は修得できない。学籍番号等によって指定されたクラスと異なるク
ラスで受講していた場合も同様である。 
・遠隔授業で使用する予定の BEEFは、うりぼーネットの履修登録状況が翌日に反映される。 
・第一回目の授業は基本的に全てオンラインによる開講とするため、履修予定科目の履修登録は、遅くとも講義
開始の２日前までに行うこと。履修登録期間であれば登録科目の変更はできるので、授業情報を得てから判断し、
登録科目を変更すること。 
・履修登録期間中に登録を失念する学生やクラス番号を間違えて登録する学生が散見されるが、履修登録期
間外はいかなる理由があっても履修登録の追加・変更は認められないので、十分に注意すること。 

 
（2）履修取消について 
・履修登録を行った科目について途中で履修を取り消したい場合は、決められた履修取消期間中に履修を取り消す
ことができる。 
・履修取消期間中に取り消さなかった科目の履修を途中で中止した場合、成績評価は不可（不合格）となり
GPA計算式に入るので注意すること。 
・次の科目はWeb上で履修取消できない又は別途手続きが必要な科目である。 
 「船舶実習 1・2・3｣︓履修取消は、教務学生グループへ申し出ること。 
｢学内船舶実習 1・2・3、1-1、1-2｣︓履修取消は、担当教員及び教務学生グループへ申し出ること。 
「海事理化学実験１・2」︓１Ｑの取消期間中のみ各自で取消可。それ以降の履修取り消しは認めない。 

 
（3）履修科目の登録の上限（CAP制）について 
・履修登録単位の上限（履修(卒業)要件科目として１年間に履修登録できる単位数のこと）は、52単位(編入
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学生は 55単位)である。 
・履修登録した科目（履修取消した科目も含む）は全てカウントされる。前期履修登録の際は、後期開講分の単位
数も考慮して登録すること。再履修科目（同じ授業科目名のものに限る）は規定の上限単位数には入らないい。 

 
（4）時間割表外開講科目（集中開講科目）について 
・総合ゼミ、特別研究、船舶実習１～３、学内船舶実習、集中開講科目等は時間割表内には組み込まれていな
い。表外に記載のコードで忘れないように履修登録を行うこと。 

 
（5）他学科・他コース・他学部科目を履修について 
・他学科・他コース・他学部科目を履修するには、受講許可カード（申請書）の提出が必要。第１週目の授業に出
席し、担当教員の許可(押印)を得て、教務学生グループに提出すること。オンライン開講科目についても、教員の許
可(押印)が必要。提出期限は 4月 15日（木）とする。期限を過ぎたものは原則受け付けない。 
・※マリンエンジニアリング学科は、自学科他コース科目のみ受講許可カードなしで履修登録できる。 
・※海洋安全システム科学科（2017 年度以前入学者）は、選択した分野とは別の分野の科目を受講許可カード
なしで履修登録できる。 

 
（6）履修登録エラー等について 
・うりぼーネットにおいて履修登録ができない場合や履修登録方法が分からない場合等、不明点は必ず教務学生グル
ープへ問い合わせること。放っておいて履修登録ができなかった場合は自身の不利益となる。 

 
４．履修計画について 
・再履修ありきの履修計画をたてないこと。科目の統廃合や新学部発足により、今後時間割編成は変更される可能性
がある。開講期が変わったり、必修科目や海技士免許取得のための必修科目が重なって開講されたりする可能性もある。
不利益を被ることのないよう、時間割・掲示をよく確認し、該当年度中に必要科目の履修・合格に努めること。 
 
５．科目の統廃合による最終開講およびカリキュラム変更について 
・教員の退職等により今年度（2021年度）に最終開講となる科目がある。一覧表で確認し、履修計画を立てること。 
・科目の統廃合により、2018年度以降生は 2016・2017年度生とはカリキュラム（科目の名称、区分、必修・選択の
別）が若干異なる。学生便覧及び時間割表を確認し、自分の入学年度の要件科目を履修すること。 
 
６．クォーター科目の再履修について（対象︓2015年度以前入学者） 
・2015 年度以前入学者は、再履修の場合、セメスターの科目名および時間割コードで登録する。ただし講義自体はク
ォーター運用のため、定期試験もクォーター毎に受けなければならない。 
 
７．高度教養科目の履修について（対象︓2016年度以降入学者） 
・2016 年度以降入学者は、2 年次以降に高度教養科目から 4 単位修得しなければならない。高度教養科目には、
海事科学部開講の授業科目と、他学部または国際教養教育院開講の授業科目がある。主に 3・4年次生が対象であ
るが、2年次生に開講される科目もある。履修登録方法等は各科目によって異なるため（抽選登録や窓口での先着受
付等）、必ずうりぼーポータルの高度教養科目の説明ページとシラバスを確認すること。2,3 年次にかけて深江キャンパス
では高度教養科目８単位分の授業が開講される。海事科学部開講の授業科目は、全て通常の履修登録期間に他
の科目と同様に履修登録可能。 
 
８．「学内船舶実習」履修の際の授業の欠席について（航海マネジメントコース、マリンエンジニアリング学科のみ） 
・学内船舶実習で授業を欠席する際は、班分けによる乗船日が分かった段階で欠席する授業の担当教員へ申し出るこ
と。全ての授業担当教員が、誰がいつ乗船するかの把握はしていない。申し出があった場合に配慮はされるが、自動的に
公欠にはならないため、必ず事前に申し出ること。 
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９．寄付講義の修得単位の取り扱いについて 
・以下の３科目（選択）とも、学部共通科目として卒業要件単位数に算入できる。ただし、不開講となる場合もある
ので、随時新しい情報を確認すること。 
・｢最新舶用機器・技術概論｣(日本舶用工業会)  ・｢海運企業のトップマネジメントへの途｣(小山健一奨学財団) 
・｢海事産業社会事情｣(日本郵船株式会社) 
 

１０．“その他必要と認める科目”について 
・全学共通授業科目の“その他必要と認める科目“区分の「総合科目Ⅰ・Ⅱ」は、2018 年度まで卒業要件単位に算
入できなかったが、2019 年 4 月より、入学年度関係なく、”他コース・他学科専門科目・他学部授業科目”と併せて６
単位まで必要修得単位（130 単位）に算入できることになった。これは、2018 年度以前に修得した「総合科目Ⅰ・
Ⅱ」にも適用される。 
 
１１．海外実習について 
・2019 年度生より、“海外実習／１単位（認定科目）”を特別開講として開講している。認定の可否は、教学委員
会において個々の申請に基づいて内容を検討し、決定する。プログラムに参加する場合は、事前に申し出のうえ、プログラ
ム終了後１ヶ月以内に教務学生グループへ申請すること。認定された場合は、学部共通科目へ算入される。 
 
１２．成績発表時期及び成績評価に対する申し立てについて 
・2020 年度から、採点業務と授業実施が重なる中での授業の質を確保するため、全学的に学期末に成績発表するこ
ととなった。成績評価に対する申し立て時期も以下のとおりとなる。 
【成績発表時期】 第１クォーター、第２クォーター、前期開講科目︓９月 

第３クォーター、第４クォーター、後期開講科目︓３月 
 
１３．規則、内規・申し合わせ等について 
・「学生便覧（入学年度別）」により、学部規則及び修学に関する内規・申し合わせ等を各自で再度確認すること。 

（1）卒業要件について 
・学生便覧の海事科学部規則“別表第２｢履修要件(第６条関係)｣”及び“修学上に関する内規・申し合わせ等”
にて、卒業に必要な条件等について必ず確認しておくこと。 
※船舶職員を目指すものは、学生便覧の“船舶職員について”の項を確認し、乗船実習科への進学要件及び海技
士免許修得にかかる必要履修科目を併せて確認すること。 

（2）交通機関の運休、台風等の場合における授業、定期試験の取り扱いについて 
・海事科学部ホームページに掲載の申合せを確認すること。うりぼーネット及び掲示版でも発表することがある。大学か
らの発表が間に合わない場合もあるので、各自、テレビ・ラジオ・インターネット等で確認のうえ、判断すること。なお、自
身の身の安全を第一優先に行動すること。 

 
（3）定期試験・レポート等における不正行為について 
・不正行為があったときは、原則として当該クォーターではなく、当該学期履修科目の全成績が無効となるため、留年
する可能性が高くなり、所定の修業年限での卒業ができない場合がある。予習復習、計画的な修学を心がけ、不正
行為は絶対しないこと。受験時に使用を許可されていない物を所持していた、携帯の電源を切り忘れていた等だけで
も不正行為となるので、留意すること。 

（4）追試験について 
・急な病気、忌引（2親等以内）など、やむを得ない理由により、定期試験に欠席した者は、当該科目の試験日か
ら１週間以内に、必要書類（診断書等）を添えて教務学生グループへ「追試験受験願」を提出し、許可を得た場
合は追試験を受験することができる。 
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 学生生活 関係  

１．健康診断の受診について 
・令和３年度は船舶実習履修予定者のみを対象とする。 
 
２．各種連絡・掲示について 
・学生への各種連絡は、うりぼーネットの掲示板（お知らせ）又は海事科学部ホームページで行うので、毎日一度は
確認すること。掲示を確認していないことによる諸手続きなどの情報把握漏れ、誤解等に基づく不利益は、基本的には
全て学生の自己責任となるので注意すること。また、教務学生グループ公式ツイッター（@kukaijikyomu）からも
情報発信を行うので、適宜活用すること。 
 
３．連絡先の変更について 
・電話番号及びメールアドレスを変更した場合は、各自でうりぼーネットの登録情報を変更すること。住所の変更は教務
学生グループへ届け出ること。大学から連絡がある時は、申請書類の不備を指摘するもの、未提出書類を催促する場合
が多い。連絡がとれない場合、自分自身が不利益を被ることもあるので注意。 
 
４．大学からの連絡について 
・078-431-××××(深江)、078-803- ××××(六甲台)で始まる電話番号から着信があった場合、大学からの可
能性が高いため、必ず出る、折り返し連絡をする、窓口へ立ち寄る（受付時間︓平日 8:30～17:15）等すること。 
 
５．証明書自動発行機の利用について 
・証明書自動発行機が大学全体で９箇所設置されており(学生生活案内・学生便覧に記載あり)、どの場所でも証明
書を発行できる。ただし、通学証明書は海事科学研究科教務学生グループか学生センター(鶴甲第 1 キャンパス)での
み手続き可。また、定期試験の際に学生証を忘れた場合に仮受験票を発行できる。 
 
６．放置自転車・バイクについて 
・東門北側歩道上に自転車、バイクを止めないこと。近隣から苦情がきている。 
 
７．TOEIC講習会の開催について (詳細は追って掲示にて案内) 
・実施日︓9月末に 3日間を予定     申込み受付期間︓7月下旬※予定  
 
 
その他  

教員や教務学生グループにメールを送る時は、【所属、学年、学籍番号、氏名】をメール件名及びメール本文の最初
に必ず記載すること。これらの記載がない場合、不要なメールと認識される可能性が高くなるので注意する。 



試験等における不正行為についての申合わせ 

 

平成 16年 4月 1日決定  

平成 20年 3月 5日改正 

平成 28年 3月 7日改正 

平成 29年 2月 3日改正 

 

1．海事科学部学生が，不正行為をしたときは，次のとおり取扱うものとする。 

(1) 海事科学部授業科目の試験及びレポート等において不正行為をしたときは，授業担当教員

が，必要に応じて教学委員会委員を加えて当該学生と面談を行い，事実確認書を提出し，処置

について教授会で審議する。 

(2) 全学共通授業科目及び他学部授業科目において不正行為をしたときは，当該部局からの通知

を受け，処置について教授会で審議する。 

(3) 教授会は(1)及び(2)の不正行為に対して，次の処置をとる。 

① 当該学期に履修したすべての授業科目の成績を無効とする。ただし，定期試験を実施しな

い次の海事科学部授業科目の成績については，認めることがある。 

実験，実習，演習，特別研究 

② 当該学生に対し，教授会の決定事項を伝え反省を促すとともに，当該学生の保護者へも教

授会の決定事項を通知する。 

 

2．他学部学生が海事科学部授業科目において不正行為をしたときは，当該学生に事実確認書を提出

させ，当該学生の所属学部へ事実確認書を添えて通知する。 

 

この申し合わせは，平成 29年 4月 1日から適用する。 

  
 
（参考資料） 全学共通授業科目における不正行為について    (平成 29年 4月 1日 制定) 

 

１．定期試験または授業中における試験において、試験時間中に次の行為を実行した場合は不正

行為と認定することがある。 

 (1)受験のために許可された物品以外（筆箱，下敷き，携帯電話等の通信機器を含む）を机上，

または机の中に置いていた場合 

 (2)持ち込みが許可されていないノート，教科書，配付資料，参考書，メモ等を参照していた  

場合 

 (3)他人の答案を写す，または他人に答案を写させた場合 

 (4)受験者本人に代わって受験した，または他人に代理受験を依頼した場合 

 (5)試験内容について私語を交わす，または試験の妨害をした場合 

 (6)試験監督者の指示に従わなかった場合 

 (7)その他，試験の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 

 

２．成績評価のために課すレポート等において，次の行為を実行した場合は不正行為と認定する

ことがある。 

 (1)他人の作成したレポート等の内容を書き写す（内容の一部書き換えを含む）、または他人に

レポート等の内容を作成させた場合 

(2)故意に他人にレポート等の内容を書き写させる，または他人に作成したレポート等を提供し 

た場合 

 (3)レポート等の作成において剽窃（他人の著作物の内容等について出典を明記せず、自分の作

成した内容とする等）した場合 

(4)レポート等の作成においてデータや画像の改ざん，捏造を行った場合 

(5)その他，レポート等の公正性を損なう行為や成績評価を妨げる行為を行った場合 



2021年度　最終開講科目について

●学部

科目区分 配当学年
授業科目名

(2015年度以前生）
授業科目名

(2016年度以降）
開講時期

1 地勢学A 第1Q

1 地勢学B 第2Q

2 海事労働法1 第3Q

2 海事労働法2 第4Q

2 システム工学1 第1Q

2 システム工学2 第2Q

2 海事労働法1 第3Q

2 海事労働法2 第4Q

●大学院

科目区分 配当学年 授業科目名(2018年度以前） 授業科目名(2019年度以降） 開講時期

海洋計測論1 Oceanographic and Navigational Cybernetics1

海洋計測論2 Oceanographic and Navigational Cybernetics2

人的海事安全論1 Excellent Seamanship for Maritime Safety1 第1Q

人的海事安全論2 Excellent Seamanship for Maritime Safety2 第2Q

海洋安全工学B-1 Ocean Safety Engineering B-1

海洋安全工学B-2 Ocean Safety Engineering B-2

海洋人間科学特論1 海洋人間科学特論1

海洋人間科学特論2 海洋人間科学特論2

海洋計測特論1 海洋計測特論1

海洋計測特論2 海洋計測特論2

海洋観測システム特論1 海洋観測システム特論1

海洋観測システム特論2 海洋観測システム特論2

（～2017年度入学生）
学部共通科目／
（2018～2020年度入学生）
マリンエンジニアリング学科
第二専門科目　機関マネジ
メントコース

海事労働法

以下の科目については、教員の退職等により廃止となります。
2021年度が最終開講となりますので、今後休学を予定している者、再履修が必要な者は特に留意のうえ、受講の機会を逃さないようにしてくださ
い。

グローバル輸送科学科
共通科目

地勢学学部共通科目

システム工学

海事労働法

（～2017年度入学生）
学部共通科目／
（2018～2020年度入学生）
航海マネジメントコース第二
専門科目

D1
グローバル輸送科学
コース専門科目

第1.2Q集中

第3.4Q集中

グローバル輸送科学
コース専門科目

海洋安全システム科学
コース専門科目

Ｍ1

Ｍ1

第3.4Q集中



履修申請方法について  
授業を履修するためには、大学側で事前登録を行う科目を除き、学生自身が、指定された期間中に履修の手

続きを行う必要があります。履修登録を行わず授業に出席し、テストを受けていても単位は修得できません。指定

されたクラス以外を間違えて履修登録した場合も同様です。 

 
履修登録期間後は、いかなる理由があっても追加登録・登録科目の変
更はできません。 
 

【履修申請の流れ】 

時間割表を確認し、うりぼーネットで履修登録を行う。 

登録画面から履修科目一覧表(PDF)を印刷して教務学生グループへ提出。 

 
※提出前の注意事項 
１．履修登録が完了してから最終版を提出すること。 
２．学籍番号、氏名を記入すること。 
３．特別開講等で履修登録コードがない場合は、赤字で記入のうえ、提出時に窓口で申し出ること。 
４．前期は１Q と２Q、後期は３Q と４Q をそれぞれホチキス留めして提出すること。 

 

【履修科目一覧表 印刷方法】 

うりぼーネットで履修登録後、[履修登録・登録状況照会]の画面下にある[ＰＤＦ出力] をクリックし、PDF デ

ータを印刷する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



教務学生グループ窓口に用紙を置いているので、4/30(金)までに窓口で記入して提出すること。



令和３（2021）年度 在学生履修ガイダンス 【 ２年生 共通資料 】 
 
１．学年末の３年次進級判定について 
海事科学部では、２年次から３年次に上がる際に進級判定を行う。次の条件を満たさない者は、３年次に進級すること

ができない︓２年間在学し、履修(卒業)要件科目において 54 単位以上修得していること。ただし、全学共通授業科目に
おいて卒業に必要な単位を全て修得しなければならない。マリンエンジニアリング学科に配属の 2017 年度以降入学生は、
上記に加え、原則として「船舶実習１」の単位を修得していること。 

 
２．授業の開講形態について 
授業は基本的にクォーター制で開講されるが、ゼミや実験実習等は一部セメスター（前期・後期）又は通年開講されるた

め、履修登録回数及び成績開示の時期等がクォーターとは異なる。クォーター制科目では、「○○-1」、「○○-2」のように科
目名の後ろに数字がつく科目は連続履修を前提としているため、初履修時は１・２を併せて履修すること。（学科・コースごと
に履修方針が立てられているので、別途学級指導教員からの説明があれば確認すること。） 
 
３．基礎ゼミの履修について 
・初回の授業については担当教員の指示を仰ぐこと。 
・「基礎ゼミ１」にのみ配属された学生が前期に履修した結果、成績が「不可」だった場合、「基礎ゼミ２（通年開講分を
除く）」に欠員があった研究室に履修申請することが出来るが、必ずしも受講が許可されるわけではない。 
・「基礎ゼミ１」及び「基礎ゼミ２」の両方に申請して配属された学生は、「基礎ゼミ１」を単位修得できた場合でも必ず「基
礎ゼミ２」を履修しなければならない。やむを得ない理由により、配属決定後にどちらかの履修を取り止めたい場合は、担当
教員の承諾を得て、履修登録期限（「基礎ゼミ１」は前期、「基礎ゼミ２」は後期）までに所定の様式を教務学生グルー
プへ提出すること。通年開講分に配属されている場合は、前期の履修登録期限までに同様の手続きを行うこと。開講途中
の履修取り止めは認めない。 

 
４．全学共通授業科目の再履修におけるキャンパス間の移動について（対面授業の場合） 
１-２限、又は３-４限、４-５限と連続するコマで、六甲台キャンパスでの開講科目と深江キャンパスでの開講科目を履

修することは、キャンパス間移動に時間がかかるため避けること。危険なのでバイクでスピードを出して移動しないこと。 
 
５．ライティング英語について 
毎週（１回目の授業含めて）必ずノートパソコンを充電して持ってくること。ノートパソコンを持ってこないと授業に参加でき

ない場合があります。 
                                                                         

マリンエンジニアリング学科 のみ 

１．マリンエンジニアリング学科のコース分けについて 
マリンエンジニアリング学科の学生は、２年次後期にコース（機関マネジメント又はメカトロニクス）を選択し、３年次の４

月に配属される。説明会（2022年 1月開催予定）に出席し、申請書を期日までに提出すること。 
 
２．「船舶実習 1」及び「学内船舶実習 1-1」について 

2 年次開講科目「船舶実習 1」は必修科目かつ、３年次進級要件科目である。履修にかかる諸手続きは、配布資料の
「船舶実習１について」をよく確認し、提出物は締め切り厳守で提出すること。合わせて「学内船舶実習 1-1」も必ず 2 年次
に履修すること。なお、「船舶実習１」「学内船舶実習１－１」ともに必ず自身で履修登録すること。 
 
３．海技士免状について（コース分け前に開講される海技士免許科目履修に関する注意喚起） 

3 年次、機関マネジメントコースに進級し、三級海技士（機関）免状取得を目指す者、もしくは進路に迷っており海技士



免状取得の可能性を留保しておきたい者は、2 年次後期開講科目の「海事法規-1」、「海事法規-2」、「機関マネジメント
演習 1-1」を必ず履修・合格しておくこと。 
 
４．海技実習 
 必修科目の「海技実習」については、今年度最終開講となりますので、必ず受講しておくこと。 
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